
令和６年 第２１回 川口市教育委員会定例会

                                日 時 令和６年１２月６日（金） 

                                    午後３時３０分 

                                場 所 川口市教育委員会室 

日    程

１ 開 会

２ 点 呼

３ 前回会議録の承認

（１）第２０回川口市教育委員会定例会会議録 

４ 教育長報告

（１）１２月行事予定について                              ――  １

（２）川口市学校運営協議会委員の解嘱について                      ――  ５

（３）令和６年度第７１回埼玉県学校歯科保健コンクール表彰校について           ――  ６

（４）令和６年度埼玉県学校保健・学校安全・学校給食優良学校及び努力学校につ

いて                                       ――  ７

（５）川口市部活動地域移行推進協議会の中間報告について                 ――当日３

（６）部活動地域移行「令和６年度モデル事業」について                  ――当日４

５ 協議事項

６ 議 事

議案第１２１号 川口市立高等学校通則の一部を改正する規則について            ――  ８

議案第１２２号 川口市学校運営協議会委員を委嘱することについて             ―― １０

議案第１２３号 教職員の人事の内申について                       ――当日１

議案第１２４号 専決処分の承認について（１２月市議会に係る議案の原案決定に

ついて【条例議案】）                          ――当日２

７ その他

８ 閉 会



日 曜日 日 曜日

特別展「科学の眼を持った天才」（～2月11日）（展示）、特別ワークショップ「風力モーターカーを作ろう」（12：00　展示）

プラネタリウム新番組「いのちの源」投影開始（プラネ）、 特別投影「クリスマス」

（子ども（小学校低学年）向け）（15：30　プラネ）、 夜間観測会「月（月齢13.1）」（17：30　天文台）

川口市民大学公開講座（13：30　南平文化会館）

市民大学「現代社会における「情報」の読み方」④（14：00　西公民館）

おはなし会（11：00　芝北文庫）

クリスマスおはなし会（11：00　前川図書館、

市民大学「見沼の歴史と伝説の謎講座」③（10：00　青木東公民館）

9

歴史教室出前授業

（10：30　新郷図書館）

親子で楽しむ絵本とわらべうた

休館日（特別整理期間）

火

１２月市議会定例会　一般質問

歴史教室出前授業

（9：35　戸塚小学校）

日

6

文　化　財　課

第４２回　川口マラソン大会

ス　ポ　ー　ツ　課

木

水

5

4

（8：30　戸塚南小学校）

日

2

（9：45　仲町小学校） 10

水

14

11

日

オンライン歴史教室

（10：00　青木東公民館）

（15：30　教育委員会室） （14：00　里公民館）

（10：00　見沼通船堀）

教　育　総　務　課

教育委員会定例会 市民大学「自彊術体操」④

歴史教室出前授業（13：35　朝日西小学校）

市民大学「多文化共生について考える」③

月 行　事　予　定　表令　和　６　年

1 日

安行公民館地区文化祭

１２

生　涯　学　習　課

15 日

火

金

土

日

11

12

水

木

13

7

木

金

月

市民大学「日本の食文化を考える」③

（10：00　芝富士公民館）火

水

8

9

10

3

4

5

6

１２月市議会定例会　一般質問

2

（14：00　芝西公民館）

月

１２月市議会定例会　一般質問

14 土

市民大学「多文化共生について考える」④

市民大学「見沼の歴史と伝説の謎講座」④

１２月市議会定例会　一般質問

3

市民大学「日本の食文化を考える」④

（10：00　芝富士公民館）

火

1（7:40　青木町公園総合運動場）

月

歴史教室出前授業

オンライン社会科見学 来館（三郷市立立花・伊奈町立小針北・

金（9：35　青木中央小学校）

土（14：30　中央を除く全館）

クリスマスおはなし会

8

7

（18：00　天文台）

月

休館日

12

13 金

木

15

土

（14：00　芝西公民館） （10:30　戸塚図書館）

クリスマスおはなし会

おはなしじゅうたん（10：30　鳩ヶ谷図書館）

中　央　図　書　館

おさなごのおはなし会

（11：00　前川図書館）

おはなし会

（14：00　メディアセブン）

14：30　新郷・横曽根図書館）

おはなし会（14：30　前川・戸塚・鳩ヶ谷図書館）

科　学　館

休館日

来館（柏市立名戸ケ谷・西東京市立碧山・

入間市立狭山小学校）

来館（わかゆり学園、

鶴ヶ島市立栄・入間市立藤沢東小学校）

来館（伊奈町立小針北小学校）

講師派遣（西中学校）

蕨市立東小学校）

休館日（ＳＫＩＰシティＡ１棟停電）

休館日（点検作業日）

天文台特別ライブ配信「土星食を見よう！」

休館日（特別整理期間）

休館日（特別整理期間）

休館日（特別整理期間）

特別投影「クリスマス」

（子ども（小学校低学年）向け）

（15：30　プラネ）
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教育長報告（１）



日 曜日 日 曜日

（～1月3日）

年末年始休所

東・西・新郷・芝・安行・鳩ヶ谷スポーツセンター：～1月4日）

おはなし会（14：30　新郷・横曽根図書館）

特別企画事業　（13：00　つくばみらい市）

つくばみらい市、伊奈町、川口市「伊奈氏

特別ワークショップ「風と旅するタネの標本と模型作り」（12：00　展示）

特別投影「クリスマス」（一般（大人）向け）（15：30　プラネ）

31 火31 火

生涯学習プラザ・南平文化会館）

（各公民館・中央ふれあい館・

27

教　育　総　務　課 生　涯　学　習　課 文　化　財　課 ス　ポ　ー　ツ　課

日

月16

金

木26

火

火

18

22

日

21

16

19

18 水

教育委員会定例会

23

土

日

30 月

27 金

26 木

29

25 水

28 土

24 火

令　和　６　年

環境経済文教常任委員会

（13：30　教育委員会室）

17

１２月市議会定例会　一般質問

木

火

月

１２

20 金

月

22

月 行　事　予　定　表

年末年始休館（～1月4日）

１２月市議会定例会　閉会

（9：30　郷土資料館） 水

休館日

来館（芝西中学校陽春分校、

（9：30　郷土資料館） （11：00　メディアセブン）

歴史教室出前授業

木曽呂小学校校外授業受入 わらべうたとえほんの会

金

（9：40　里小学校） 木19

来館（川口幼稚園）

土

20

21

小鳩ナーサリースクール）

中高生向け特別イベント「星空ゴロゴロ」（18：00　天文台）

星空リラクゼーション「クリスマスの星空」

（15：30　プラネ）

月23

休館日

クリスマスおはなし会

（15：00　芝園分室）

28

年末年始休館（～1月3日）

25 水

30

年末年始休館(～1月4日)

（青木町公園総合運動場、戸塚スポーツセンター：～1月3日）

プール休止（戸塚スポーツセンター：～1月5日）

年末年始休館

29 日

土

月

（中央図書館・メディアセブン・

各地域図書館・分室）

木曽呂小学校校外授業受入

仕事納め

17

24

（郷土資料館・歴史自然資料館）

クリスマスおはなし会

（14：00　芝北文庫）

中　央　図　書　館

クリスマスおはなし会（14：00　前川・戸塚図書館、14：30　鳩ヶ谷図書館）

わらべうたであそぼう（11：00　横曽根図書館）

ゆかりの地」歴史・文化的交流に関する協定

親子で楽しむ絵本とわらべうた

（10:30　戸塚図書館）

おはなしじゅうたん（10：30　鳩ヶ谷図書館）

耐震補強工事による休館（～未定）（旧田中家住宅）

年末年始休館(～1月4日)（各文庫）

おはなし会（14：30　中央を除く全館）

特別ワークショップ「きれいな

プリズムを作ろう」（12：00　展示）

科　学　館

東川口幼稚園、江東区立東砂・

野田市立東部・川越市立川越西小学校）

来館（富士見市立勝瀬・春日部市立小渕・

越生町立越生・越生町立梅園・

和光市立下新倉小学校）

プール休止（新郷：～1月5日、東・安行：～1月6日、西スポーツセンター：～1月7日）

年末年始休所（体育武道センター：～1月3日、

夜間観測会「木星」（18：00　天文台）

（11：30　展示）

科学ものづくり教室「プログラミング講座」

（11：30　展示）

科学ものづくり教室「プログラミング講座」

科学出張教室（舟戸幼稚園）

来館（さいたま市立大砂土小学校、
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日 曜日 日 曜日

金

行　事　予　定　表

13

10

3 火

木

8

月

7

日

１２

土

日

9

火

月

15

指　導　課 学　校　保　健　課学　務　課

4 水

1

6

日

金

14 土

5

11 水

（15：30　元郷学校給食センター）

川口市学校給食献立委員会

教育センターチャレンジサイエンス（朝日）

（新郷・南平学校給食センター調理小学校）

川口市学校給食献立委員会（自校調理小学校）

（15：30　第二庁舎地階第１会議室）

（15：30　第二庁舎地階第１会議室）

川口市立小中学校５年次研修閉講式

（9:15　ＳＫＩＰシティ）

第１７回川口こども造形展

（10：00　イオンモール川口）（～7日）

2 月

（15：30　第二庁舎地階第１会議室）

川口市学校給食献立委員会

（新郷・南平学校給食センター、自校調理中学校）

川口市学校給食献立委員会

（元郷学校給食センター調理中学校）

（15：30　元郷学校給食センター）

教育センターチャレンジサイエンス（10:00　教育研究所） 

第５７回特別支援学級合同作品展

（10:00　アートギャラリーアトリア）（～8日）

川口市学校給食献立委員会

（元郷学校給食センター調理小学校）

（10:00　朝日教室）

第３回就学支援委員会専門部会(13:00　教育研究所)

木12

水

1

木

土

8 日

日

2 月

3 火

4

5

月9

10 火

11 水

6 金

7

12 木

金

14 土

15 日

13

市　立　高　等　学　校庶　務　課

令　和　６　年
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日 曜日 日 曜日

31 火31 火

19

１２ 月 行　事　予　定　表

23 月

25 水

16

17

木

18

20 金

水

28

月

27 金

26 木

土

冬季休業（～1月7日）

第１８回いじめゼロサミット

学　務　課

火

（18：00　安行東公民館）

新学校給食センター建設に係る説明会（18：00　神根東公民館）

(14:30　青木会館)

新学校給食センター建設に係る説明会

指　導　課

小中学校給食終了

新学校給食センター建設に係る説明会

（13:00　教育研究所）

学　校　保　健　課

（10：00、14：00　安行東公民館）

庶　務　課

第３回就学支援委員会

日22

21

２学期終業式

24 火

日

土

月30

29

16 月

火17

18 水

19 木

20 金

土

22

木

日

日

23

水

月

24 火

川口市小学生Ｅｎｇｌｉｓｈパフォーマンスコンテスト

28

30

27

土

月

21

金

25

29

（9:00　市立高等学校） 26

月例校長協議会

（10:00　教育研究所）

市　立　高　等　学　校

市長表敬訪問（安行中学校文部科学大臣賞受賞報告）（16：00　市長公室）

全日制終業式（9：40　市立高等学校）

定時制終業式（17:00　市立高等学校）

全日制・定時制冬季休業（～1月7日）

令　和　６　年

川口市学校給食食品等選定委員会（14：30　南平学校給食センター）
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川口市学校運営協議会委員の解嘱について 

（１）川口市立戸塚西中学校 

氏 名 委嘱年月日 規則第６条関係 解嘱年月日 

野条 陽一 令和６年４月１日 戸塚スポーツセンター所長 令和６年１１月３０日 

小林 和陽 令和５年４月３日 主幹教諭 令和６年１１月３０日 
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小　学　校　（３校） 中　学　校　（３校）

羽生市立新郷第一小学校 加須市立加須平成中学校

宮代町立東小学校 上尾市立大谷中学校

上尾市立大谷小学校 川口市立安行中学校

小　学　校　（６校） 中　学　校　（６校）

羽生市立手子林小学校 深谷市立明戸中学校

蓮田市立黒浜小学校 宮代町立須賀中学校

熊谷市立成田星宮小学校 加須市立加須西中学校

羽生市立羽生北小学校 羽生市立西中学校

川口市立青木中央小学校 熊谷市立富士見中学校

川口市立差間小学校 幸手市立西中学校

小　学　校（３６校） 中　学　校（９校）

川口市立朝日東小学校 川口市立在家中学校

川口市立桜町小学校 川口市立南中学校

川口市立並木小学校 川口市立里中学校

川口市立安行小学校

川口市立戸塚南小学校
（他県内３１校） （他県内６校）

４　入選校（１５５校）

小　学　校（１０９校） 中　学　校（４６校）

川口市立飯塚小学校 　川口市立北中学校

川口市立十二月田小学校

川口市立慈林小学校
（他県内１０６校） （他県内４５校）

５　年間努力校・ＰＴＡ活動優秀校（３１校）

年間努力校（１８校） ＰＴＡ活動優秀校（１３校）

　川口市立領家小学校 　川口市立新郷南小学校
（他県内１７校） （他県内１２校）

１　最優秀校　（６校）

２　優秀校　　（１２校）

３　優良校（４５校）

※ 該当校については、令和７年１月３０日（木）に、さいたま市文化センターで開
催される「令和６年度第７１回埼玉県学校歯科保健コンクール表彰式」にて表彰され
る予定です。

令和６年度第７1回埼玉県学校歯科保健コンクール表彰校について
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令和６年度埼玉県学校保健・学校安全・学校給食優良学校及び努力学校について 

学  校  保  健 （８ 校） 

優 良 学 校 （４ 校） 努 力 学 校 （４ 校） 

川口市立桜町小学校 

川口市立差間小学校 

さいたま市立大牧小学校 

川口市立岸川中学校 

上尾市立大谷小学校 

川口市立青木中央小学校 

幸手市立さかえ小学校 

川口市立安行中学校 

学  校  安  全 （９ 校）

優 良 学 校 （４ 校） 努 力 学 校 （５ 校） 

川口市立領家小学校 

幸手市立吉田小学校 

さいたま市立道祖土小学校 

さいたま市立川通中学校

川口市立南平幼稚園 

川口市立芝小学校 

川口市立里小学校 

川口市立上青木南小学校 

さいたま市立大宮国際中等教育学校 

学  校  給  食 （１０ 校）

優 良 学 校 （４ 校） 努 力 学 校 （６ 校） 

川口市立辻小学校 

川口市立鳩ヶ谷小学校 

戸田市立戸田第二小学校 

幸手市立西中学校 

川口市立戸塚南小学校 

川口市立飯塚小学校 

羽生市立新郷第一小学校 

さいたま市立宮前小学校 

川口市立里中学校  

志木市立志木中学校 

※該当校については、令和７年１月２２日（水）に、さいたま市文化センターで開催

される「令和６年度埼玉県学校健康教育推進大会」にて表彰される予定です。 
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議案第１２１号

川口市立高等学校通則の一部を改正する規則について

 このことについて別紙のとおり議決を求める。

令和６年１２月６日提出

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之
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川口市立高等学校通則の一部を改正する規則

川口市立高等学校通則（昭和４７年教育委員会規則第６号）の一部を次のように

改正する。

別表中「１，１６０」を「１，２００」に、「２６０」を「２４０」に改める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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川口市立高等学校通則の一部を改正する規則案要綱 

１ 改正の趣旨 

川口市立高等学校附属中学校から進級する生徒を受け入れること等のため、令

和７年度の生徒定員に関し所要の改正を行うもの。 

２ 改正の内容 

 (1) 全日制普通科の生徒定員を現行の１，１６０名を１，２００名とするもの。 

 (2) 定時制総合学科の生徒募集人員を前年度と同数の６０名とすることから、全 

体の生徒定員を現行の２６０名を２４０名とするもの。 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行するもの。 

４ 予算措置 

  不要 

５ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   なし 

 (2) パブリック・コメント 

   不要 

議案第１２１号参考資料-1-
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川口市立高等学校通則の一部を改正する規則案新旧対照表

○ 川口市立高等学校通則（昭和４７年教育委員会規則第６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

男・女・ 男・女・
課程 学科 生徒定員 課程 学科 生徒定員

共学の別 共学の別

理数科 共学 １２０ 理数科 共学 １２０
全日制 全日制

普通科 共学 １，２００ 普通科 共学 １，１６０

定時制 総合学科 共学 ２４０ 定時制 総合学科 共学 ２６０

備考 （略） 備考 （略）

議
案
第
１
２
１
号
参
考
資
料
-
2
-



議案第１２２号 

川口市学校運営協議会委員を委嘱することについて 

 川口市学校運営協議会委員に次の者を委嘱するため、川口市学校運営協議会規則（平

成２１年教育委員会規則第１号）第６条の規定により議決を求める。 

記 

１ 委嘱をする者 

（１）川口市立戸塚西中学校 

№ 氏 名 規則第６条関係 

１ 鎌塚 尚紀 戸塚スポーツセンター所長 

２ 坂田 七重 戸塚地区主任児童委員 

３ 大熊 良太 あすぱる所長 

２ 任期 

  令和６年１２月６日から令和８年３月３１日まで 

令和６年１２月６日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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部活動地域移行「令和６年度モデル事業」について

１ 目的

休日の部活動の段階的な地域移行の推進に関するモデル事業を実施し、地域人

材の確保や費用負担の在り方、運営団体の確保など様々な課題に総合的に取り組

むため。

２ 実施期間

   令和７年１月～３月

３ 実施団体（５団体）

No 団体名 種目 主な活動場所

1 川口ガールズ 女子軟式野球 前田西野球場

2 プロアスリートエニシアス川口

（ＦＣアルコイリス）

サッカー 新郷スポーツセンター

3 川口アスリートクラブ 陸上競技 青木町公園陸上競技場

4 スポーツ・サンクチュアリ・川口 ニュースポーツ 北中・在家中・神根中

5 新郷コミュニティオーケストラ 弦楽器等 新郷公民館

４ 対象

   市立中学校に在籍する生徒（１～３学年）

５ 募集

   １２月中に参加生徒を募集
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川口市部活動地域移行モデル事業 実施要綱 

（事業の目的） 

第１条 本市における地域人材の確保や費用負担の在り方、運営団体の確保などの課題に総合的に

取り組むことを目的とした休日等の部活動の段階的な地域移行の推進を図るため、川口市部活動

地域移行モデル事業（以下「モデル事業」という。）を実施する。 

（実施期間） 

第２条 令和７年１月から同年３月まで（次年度以降も拡大して実施予定）とする。 

（実施主体） 

第３条 モデル事業の実施主体は、川口市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が選定した団

体又は個人（以下「実施団体等）とする。 

（応募資格） 

第４条 モデル事業に応募できる者は、別に定める。 

（対象者） 

第５条 モデル事業における地域クラブ活動（スポーツ庁及び文化庁策定の学校部活動及び新たな

地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに定める地域クラブ活動のうち地域の

運営団体・実施主体によるものをいう。以下同じ。）の対象者は、市立中学校に在籍する生徒とし、

教育委員会が募集を行うものとする。 

（保護者が負担する費用） 

第６条 活動に際し保護者が負担する費用については、生徒に係る保険代及び交通費とする。 

（事業内容等） 

第７条 事業内容は、次のとおりとする。 

(1) 地域クラブ活動の指導 

実施団体等は、地域クラブ活動の指導業務に従事する指導者を確保し、実施の都度指導者を

派遣することにより、教育委員会の募集に応じた生徒に対し、地域クラブ活動の指導（以下「指

導」という。）を行う。 

(2) 地域クラブ活動の実施に向けた準備 

地域クラブ活動実施に向けた会議、協議等（研修会やシンポジウム参加を含む。以下「会議

等」という。）を行う。 

(3) 指導の内容 

   指導は、生徒の自主的、自発的な参加により、スポーツ又は文化芸術活動に親しむことを目的

として、次の活動を行うものとする。 
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ア スポーツ教室等 

イ 文化芸術活動に関する教室等 

 (4) 実施日時 

   指導は、原則として土・日曜日の９時から１７時までの間に、１回あたり３時間程度実施する

ものとし、会議等は、実施団体等が定めるものとする。 

 (5) 実施回数 

   実施期間に、指導と会議等を合わせて４回以上（指導は、原則２回以上）実施するものとす

る。 

 (6) 実施場所 

指導は原則として市内の施設を使用するものとし、会議等はその限りでない。 

２ 緊急対応等は、次のとおりとする。 

(1) 活動中の事故等の緊急時に対応するため、実施団体等は、あらかじめ対応マニュアル及び連

絡体制を整備し、保護者へ提示するものとする。 

(2) モデル事業に係る保険は、実施団体等が加入するものとする。 

３ 遵守事項は、次のとおりとする。 

(1) 実施団体等は、本事業の履行にあたり、次のガイドラインを遵守するものとする。 

ア スポーツ庁及び文化庁策定の学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総

合的なガイドライン 

イ 埼玉県の学校部活動の在り方に関する方針 

ウ 川口市部活動方針 

(2) 実施団体等は、本業務上知りえた行政及び個人情報に係る事項を、教育委員会の承諾なしに

利用し、又は第三者に漏らしてはならないものとする。 

(3) モデル事業の実施後、生徒・保護者・実施団体等に行うアンケート調査に協力するものとす

る。 

（実施団体等の公募等） 

第８条 教育委員会は、実施団体等を公募し、審査基準に基づく書類審査及びヒアリング審査のう

え、予算の範囲内で選定する。 

２ 審査の結果は、実施団体等を選定次第、全ての応募者に対して通知する。 

３ 実施団体等の公募方法及び審査基準は、別に定める。 

（公募枠等） 

第９条 公募枠及び事業規模は、次のとおりとする。 

(1) 公募枠 ５事業程度 

(2) 事業規模 予定総額５０万円程度 

   ただし、モデル事業について予算の減額又は削除があった場合は、この限りではない。 
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（補助金交付申請手続等） 

第１０条 市長が別に定めるところにより、実施団体等に対し、予算の範囲内で補助するものとす

る。 

（スケジュール） 

第１１条 モデル事業のスケジュールは、次のとおりとする。 

応募書類の提出期限 令和６年１０月３１日（木）午後５時必着 

審査・実施団体等の決定 令和６年１２月 

補助金交付申請手続 令和６年１２月以降 

補助金交付決定通知 令和６年１２月以降 

実績報告等期限 令和７年４月７日（月）午後５時必着 

アンケート調査 令和７年４月 

成果、課題の分析等 令和７年４月 

（庶務） 

第１２条 モデル事業の庶務は、学校教育部指導課において処理する。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 
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川口市部活動地域移行モデル事業選定基準

（趣旨）

第１条 川口市部活動地域移行モデル事業を選定するにあたり、「川口市部活動地域移行モデル事業実

施要綱」第 8条に基づき、審査基準等を定めるものとする。

（審査基準） 

第２条 教育委員会は、書類審査及びヒアリング審査のうえ、予算の範囲内で実施団体等を選定する 

こととし、審査基準は次のとおりとする。 

評価項目 評 価 の 視 点

１ 応募団体等の状況 ・事業の目的を達成するために必要な人員・組織体制が整っている

か。 

２ 活動実績 ・本事業と同種又は類似の活動実績があり、有益な実績を有してい

るか。 

３ 事業内容全般 ・本事業の趣旨や目的を十分理解した提案となっているか。 

４ 活動の実施体制 ・各活動において安全に活動できる人員の確保ができるか。 

・緊急時の対応を含め、生徒・保護者と地域クラブの連絡体制が適

切に整備されているか。 

・指導者の指導方法を把握し、改善すべき点があった場合の対応策

があるか。 

５ 経費、その他 ・本事業についての経費が適切に提示されているか。 

・事業が本市に及ぼす効果として大きなものが期待できるか。 

・事業の手法等において他団体の取組モデルとなり得るか。 

・様々な活動に広がる可能性を持っているか。 

・同様の事業について、他自治体等による補助金等を受けているか。

（川口市部活動地域移行モデル事業選定委員会による審査） 

第３条 選定にあたっては、第２条の規定に関わらず、書類審査及びヒアリング審査に加えて川口市

部活動地域移行モデル事業選定委員会の結果を加味し、総合的に審査するものとする。 

（審査の方法） 

第４条 審査の方法については下記のとおりとする。 

 １ 書類審査及びヒアリング審査は、教育局の担当職員３名が行う。 

２ 書類審査については、第２条及び別表１に示される評価の視点に基づき、評価項目ごとに１項

目３点満点、合計１５点満点で審査を行う。また、審査には様式１を用いるものとする。 

３ ヒアリング審査については、別表２に示される評価の視点に基づき、評価項目ごとに１項目３

点満点、合計１５点満点で審査を行う。また、審査には様式１を用いるものとする。 

 ４ 川口市部活動地域移行モデル事業選定委員会による審査については、委員１名ごとの持ち点を

５点とし、応募団体の中から５団体に１点ずつ点数を与え、その合計を各団体の点数とする。 

 ５ モデル事業選定にあたっては、書類審査及びヒアリング審査の合計点と、川口市部活動地域移
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行モデル事業選定委員会の審査による合計点を加えたものを各団体の総得点とし、上位から順に

募集団体数を満たすまで採択する。また、審査には様式２を用いるものとする。 

 ６ 団体の総得点が同点となった場合、川口市部活動地域移行モデル事業選定委員による決選投票

を行う。 

（審査の結果） 

第５条 実施団体等を選定次第、全ての応募団体等に対して通知する。 

（委任）

第６条 選定にあたっては、この基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

１ この基準は、令和 ６年 ９月 ３０日から施行する。
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（別表１）書類審査 

 評価項目 評 価 の 視 点 

１ 応募団体等の状況 ・事業の目的を達成するために必要な人員・組織体制が整っている

か。 

２ 活動実績 ・本事業と同種又は類似の活動実績があり、有益な実績を有してい

るか。 

３ 事業内容全般 ・本事業の趣旨や目的を十分理解した提案となっているか。 

４ 活動の実施体制 ・各活動において安全に活動できる人員の確保ができるか。 

・緊急時の対応を含め、生徒・保護者と地域クラブの連絡体制が適

切に整備されているか。 

・指導者の指導方法を把握し、改善すべき点があった場合の対応策

があるか。 

５ 経費、その他 ・本事業についての経費が適切に提示されているか。 

・事業が本市に及ぼす効果として大きなものが期待できるか。 

・事業の手法等において他団体の取組モデルとなり得るか。 

・様々な活動に広がる可能性を持っているか。 

・同様の事業について、他自治体等による補助金等を受けているか。

（別表２）ヒアリング審査 

 評価項目 評 価 の 視 点 

１ 団体の説明 ・活動実績があり、信頼できる団体であるか。 

・活動方針が中学生の健全育成という観点に合っているか。 

・活動場所が確保されているか。 

・指導者は複数いるか。資格等を所有しているか。 

２ 今回モデル事業に

応募した理由 

・理由が地域の子どもたちのためにということが明確であるか。 

・応募理由が今回のモデル事業の趣旨に沿っているか。 

・＜新規＞ 地域クラブを立ち上げた理由。 

・＜既存＞ すでに活動している中で今回申し込んだ理由。 

３ モデル事業実施の

計画・予算 

・事業実施計画が今回のモデル事業の趣旨に沿っているか。 

・今回の事業内容についてどのような活動をするのか。 

・補助対象経費一覧に沿った内容となっているか。 

４ 生徒の受け入れに

対する条件 

・受け入れ人数は何人までか。 

・事前に用意するものは何か。 

・応募地区の限定はあるか。 

５ その他 ・今後川口市の受け皿となりうるか。 

・令和７年度のモデル事業の実施可能性はあるか。 

・担当者は中学生を指導するのにふさわしい人物か。 

・連絡体制について。          

・生徒の活動場所までの移動について。 

・個人情報の取り扱いについて。    

・保護者の見学について。 
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（様式１）

令和 年度 川口市部活動地域移行モデル事業 評価表 

対応者氏名 （          ） （          ） （          ） 

番号         
候補団体名                        
競技・分野                         

観点 得点 備考

提

出

資

料

１

２

３

４

５

ヒ

ア

リ

ン

グ

６

７

８

９

１０

総合所見
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